
様式第１号（第９条関係） 

年  月  日 

 

名護市長 殿 

申請者 住所 

 

氏名                  

 

電話 

 

 

名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付申請書 

 

 

 補助金の交付を受けたいので、名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付要綱第９条

の規定に基づき補助金交付申請をいたします。 

 

 

記 

 

 

 ＜添付書類＞ 

⑴ 個人情報等取得同意書 兼 個人情報等調査書（様式第２号） 
⑵ 工事費用見積書の写し（施工業者の住所及び見積額の内訳が把握できるもの） 
⑶ 補助対象工事を行う空き家の外観写真及び工事予定箇所の写真（様式第３号） 
⑷ 空き家の所有者の工事承諾書及び水道利用状況確認同書（借家の場合）（様式第４
号） 

⑸ 建築基準法第６条又は第６条の２の規定による確認済証の写し（建築確認申請が必要な工
事の場合） 

⑹ 市税等に滞納がないことが確認できる書類（⑴の同意が無い場合） 
⑺ 施工業者の所在地が確認できる書類 
⑻ 交付申請の日から１年以上、居住者又は利用者が居なかったことが分かる書類 
⑼ 確認及び宣誓書（様式第５号） 
⑽ 名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付申請委任状（様式第６号。第 17条
の規定により申請手続を代理に委任する場合に限る。） 

⑾ その他市長が必要と認める書類 

空き家所在地 名護市（                 ） 

空き家所有者 □持ち家      □借家 （所有者名：            ） 

補助対象工事内容  

工事期間（予定） 着工     年   月   日 竣工     年   月   日 

① 総工事費（消費税又は地方消費税を含む。） 円 

② 補助金交付申請額 
（① ×０．４０ ただし、１，０００円未満切り捨て） 円 



様式第２号（第９条関係）                                 受付番号      

 

 

個人情報等取得同意書 兼 個人情報等調査書 

 

 

 名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付申請するに当たり、私及び私の属する世帯

全員は、名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付要綱第３条に規定する、市税等の滞

納がないことを各担当課に照会することに同意します。 

 

 

  年  月  日                     申請者 住所 

 

氏名                   

 

 

 

 

【個人情報等】 

・住民票記載事項（申請者及び世帯構成者） 

・市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医

療保険料の納付状況（申請者及び申請者と同一世帯構成者） 

※ 同意しない場合は、申請者において上記の事項を証する書類を提出してください。 

 

 

 

世帯員（氏名・生年月日） 

１．          印     年  月  日   ２．          印     年  月  日 

 

 

３．          印     年  月  日   ４．          印     年  月  日 

 

 

５．          印     年  月  日   ６．          印     年  月  日 

 

 

７．          印     年  月  日   ８．          印     年  月  日 

 

 

９．          印     年  月  日   10．         印     年  月  日 

 

 

 

 



 

様式第３号（第９条、第 13条関係）                              受付番号      

 

空き家の外観写真及び工事（予定）箇所の写真（申請・実績） 

 

申請者 氏名 

 

施工業者 名称 

 

    枚中  １ 枚目 

No. 写真貼り付け欄 写真の説明 

 

写真貼り付け欄 

※交付申請の場合、ここには対象住宅の外観写真を貼り付けてください。 

※ 写真は、日付が確認できるように撮影し、貼付してください。 

外観写真又は工事箇所 

 

状況 

施工前・施工中・施工後 

工事内容 

 

 

写真貼り付け欄 

※ 写真は、日付が確認できるように撮影し、貼付してください。 

工事個所 

 

状況 

施工前・施工中・施工後 

工事内容 

 



 

     枚中     枚目  申請者 氏名                             受付番号      

 
写真貼り付け欄 

※ 写真は、日付が確認できるように撮影し、貼付してください。 

工事個所 

 

状況 

施工前・施工中・施工後 

工事内容 

 

 

写真貼り付け欄 

※ 写真は、日付が確認できるように撮影し、貼付してください。 

工事個所 

 

状況 

施工前・施工中・施工後 

工事内容 

 

 

写真貼り付け欄 

※ 写真は、日付が確認できるように撮影し、貼付してください。 

工事個所 

 

状況 

施工前・施工中・施工後 

工事内容 

 

※ ２枚目以降はこの様式を使用してください。



 

様式第４号（第９条関係）                               受付番号      

年  月  日 

名護市長  殿 

申請者 住所 

 

氏名                  

 

電話 

 

 

空き家の所有者の工事承諾書及び水道利用状況確認同意書 

 

 

 名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付申請に当たり、次のとおり空き家の所有者に

当該補助申請することの承諾を得ましたので提出いたします。 

 

記 

 

 名護市空き家住宅改修支援事業補助金の交付申請に当たり、当該空き家の所有者である

私は、当該補助申請することを承諾する。また、補助金交付申請に係る審査のため、空き家

の所有者名及び当該空き家の水道の利用状況について名護市が取得することに同意す

る。 

 

１ 空き家所在地 

 

  住  所                                      

 

２ 空き家所有者 

 

年  月  日 

                住  所                     

 

氏  名                  ㊞  

 

電話番号                     

 

 

３ 備考 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第９条関係）                               受付番号      

年  月  日 

名護市長  殿 

申請者 住所 

 

氏名                  

 

電話 

 

 

確認及び宣誓書 

 

 

□ 名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付要綱の申請条件等を理解したうえで申請

し、この申請書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。 

 

□ 補助の対象となる住宅は、居住予定者（工事後、速やかに居住する予定の者も含む）が

改修工事を実施する名護市内の住宅です。 

 

□ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、社会資本整備総合交付金交付要

綱及び名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付要綱に違反したとき、又は補助金

の申請に偽りその他の不正行為があったとき、名護市長が補助金の交付決定を取り消

す必要があると認めたときは、補助金を返還します。 

 

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定める暴力団又は暴力団

員等、及び暴力団員等を密接な関係を有する者及びこれらの者が役員等となっている

団体に属する者ではありません。 

 

□ 補助対象工事において、国、県、市その他の団体と重複する補助金の交付を受けた、

又は受ける予定の工事ではありません。 

 

□ 工事を実施するにあたり関係する法律等を遵守して行います。 

 

□ 上記の内容について、関係部署又は関係機関へ照会を行い、市が調査することについ

て同意します。 

 

□ 工事を行う住宅が賃貸の場合、建物所有者から同意を受けています。 

 

□ 工事を行う住宅は賃貸住宅又は宿泊施設等の営利目的のために利用するものではあり

ません。 

 

 

 



 

様式第６号（第９条関係）                                 受付番号       

年  月  日 

 

名護市長 殿 

 

申請者 住所 

  

氏名                 ㊞ 

 

電話 

 

 

名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付申請等委任状 
 
 

名護市空き家住宅改修支援事業補助金交付要綱第 17条の規定により、下記の者を代

理人に指定し、申請・届出・報告に係る一切の権限を委任します。 

 
 

記 

 

 

      代理人  住所                        

 

     氏名                      印 

 

            電話番号                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


